
 

≪「VBA PRO 給与計算・年末調整」システムの年末調整の計算と法定調書の作成≫ 
 

■ 「VBA PRO 給与計算・年末調整」の「編集」と「表示」メニュー 

 

■「編集」メニュー 

 

「編集」メニューの「所得税源泉徴収簿」ボタンから年末調整用データの登録と編集をします。 

「給与所得源泉徴収票」ボタンから年末調整の計算を実行した後の「給与所得の源泉徴収票」が確認できます。 

 

 
 

 

■「表示」メニュー 

 

 
  



 

■ 「VBA PRO 給与計算・年末調整」システムの年末調整用データの入力 

 

○ 給与所得に対する源泉徴収簿の入力用ユーザーフォーム 

 

年末調整用の所得税源泉徴収簿のフォームでデータを給与と賞与のデータを編集できます。 

 

 

▼給与明細書の源泉徴収簿フォーム 

 

「給与明細の計算」タブの「１月」か

ら「１２月」のボタンから給与明細書

データの編集ができます。 

 

給与明細書をすでに作成済の場合は、

このフォームから支払金額と社会保

険料、源泉徴収税額を直接入力する

ことができます。 

 

給与明細書からデータを入力すると、

支払金額と社会保険料の訂正はでき

ません。 

 

 
 

 

 

▼賞与明細書の源泉徴収簿フォーム 

 

「賞与明細の計算」タブの「賞与１」

から「賞与４」のボタンから賞与明細

書データの編集ができます。 

 

賞与明細書をすでに作成済の場合は、

このフォームから支払金額と社会保

険料、源泉徴収税額を直接入力する

ことができます。 

 

賞与明細書からデータを入力すると、

支払金額と社会保険料の訂正はでき

ません。 

 

 

 
 

 

 

  



 

○ 年末調整データの入力用ユーザーフォーム 

 

年末調整のために社会保険料の申告控除分、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者特別控除、配偶者控除、扶養

控除や住宅借入金等特別控除のボタンから控除金額のデータを入力できます。 

 

 

 

年末調整用のデータは 

「申告控除分」 

「生命保険料控除額」 

「地震保険料控除額」 

「配偶者（特別）控除」 

「扶養・障害者・基礎控除」 

「住宅借入金等特別控除」 

のボタンをクリックして 

入力します。 

 

 

年末調整のデータを入力したら、 

「年末調整の計算実行」ボタンを 

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

「給与所得の源泉徴収票」に記載

する「受給者番号」「摘要」「支

給区分」のデータを入力すること

ができます。 

 

 

  



 

■ 「VBA PRO 給与計算・年末調整」システムの年末調整データの入力 

 

■ 生命保険料・地震保険料・社会保険料・小規模企業共済掛金のデータ入力用フォーム

 

 
 

○ 給与所得者の保険料控除申

告書 

 

生命保険料控除、地震保険料控除、

社会保険料控除、小規模企業共済

等掛金控除は「給与所得者の保険

料控除申告書」から計算します。 

 

生命保険料は、新保険料等の一般

の生命保険料と旧保険料等の一

般の生命保険料、介護医療保険料、

新保険料等の個人年金保険料と

旧保険料等の個人年金保険料の

５つに区分して支払額を入力し

ます。 

 

☆ 生命保険料控除の計算について 

 

 平成 24 年 1 月 1 日以後の介護医療保険契約等により支払った保険料等に

ついて適用限度額４万円の介護医療保険料控除が創設されました。 

この税制改正により、平成 24 年 1 月 1 日以後の保険契約等による保険料等

（以下「新保険料等」といいます。）は、一般の生命保険料と介護医療保険料

および個人年金保険料の区分で控除額を計算して、それぞれ適用限度額は４

万円で合計した生命保険料控除額は 12万円に拡大されます。 

一方、平成 23年 12月 31日以前の保険契約等による保険料等（以下「旧保険

料等」といいます。）は、一般の生命保険料と個人年金保険料の区分で控除額

を計算して、それぞれ適用限度額５万円で合計した生命保険料控除額は 10万

円になります。 

このため、その年中に支払った生

命保険料は、保険契約等の締結時

期または変更時期により「新生命

保険料」、「旧生命保険料」、「介護

医療保険料」、「新個人年金保険

料」、「旧個人年金保険料」の５つ

に区分されます。 

 

 

 

  



■ 平成 31年分「給与所得者の配偶者控除等申告書」へのデータ入力手順について 

 

平成 31年分「給与所得者の配偶者控除等申告書」では、申告者と配偶者の不動産所得や事業所得、雑所得などの

所得金額から合計所得金額を計算することになります。 

最新版のバージョンアップでは、申告者と配偶者の不動産所得や事業所得、雑所得などを入力して配偶者控除と配

偶者特別控除を計算できるように変更しました。 

年末調整までには、平成 31年分「給与所得者の配偶者控除等申告書」に対応するためにファイルの差し替えをお願

いします。 

 

■「VBA PRO 給与計算・年末調整」「ADO 給与計算・年末調整」の「源泉徴収簿」の入力フォーム 

 

 
 

 

「編集」メニューから「源泉徴収簿」を選択して「年末調整の計算」タブに移動します。 

 

「合計所得金額」のボタンから申告者と配偶者の合計所得金額を入力します。 

 

「配偶者（特別）控除」ボタンから配偶者控除または配偶者特別控除の控除額を入力します。 

 

 

  

クリック 
クリック 



 

■ 申告者と配偶者の合計所得金額の入力フォーム 

 

 

 

申告者（給与の支払いを受ける

人）の事業所得、雑所得、配当所

得、不動産所得、その他の所得の

収入金額と必要経費を入力して合

計所得金額を計算します。 

 

申告者の合計所得金額が 900万円

を超えると、配偶者控除または配

偶者特別控除の控除額が変動しま

す。 

申告者の合計所得金額が 1000万円

を超えると、配偶者控除または配

偶者特別控除の適用はありませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

配偶者の事業所得、雑所得、配当

所得、不動産所得、その他の所得

の収入金額と必要経費を入力して

合計所得金額を計算します。 

 

配偶者の合計所得金額が 38万円を

超えると、配偶者控除の適用はあ

りません。 

 

配偶者の合計所得金額が 123万円

を超えると、配偶者特別控除の適

用はありません。 

 

 

 

 

≪ご注意≫ 

申告者と配偶者に退職所得がある場合は、勤続年数から計算した退職所得控除額を差し引く退職所得の計算には対

応していないので、その他の所得欄に所得金額を入力してください。 

 

一時所得又は長期譲渡所得は、２分の１を乗じて所得金額を計算しますので「２分の１計算」にチェックを付けて

ください。 

 

  



 

■ 配偶者控除または配偶者特別控除の入力フォーム 

 

 

 

申告者と配偶者の合計所得金額か

ら、配偶者控除の控除額を計算し

ます。 

 

申告者の合計所得金額が 1000万円

を超えると、配偶者控除は適用が

ありません。 

 

配偶者の合計所得金額が 38万円を

超えると、配偶者控除の適用はあ

りません。 

 

 

 

≪ご注意≫ 

「源泉控除対象配偶者」は、申告者の合計所得金額が 900万円以下で、配偶者の合計所得金額が 85万円以下の場

合にチェックを付けることができます。 

 

 

 

 

「配偶者特別控除の適用」の

「有」にチェックを付けます。 

 

申告者と配偶者の合計所得金額か

ら、配偶者特別控除の控除額を計

算します。 

 

申告者の合計所得金額が 1000万円

を超えると、配偶者特別控除は適

用がありません。 

 

配偶者の合計所得金額が 123万円

を超えると、配偶者特別控除の適

用はありません。 

 

 

 

≪ご注意≫ 

配偶者が一般障害者または特別障害者に該当する場合は、「扶養・障害者控除」のボタンから入力することができ

ます。 

控除対象配偶者として配偶者控除を計算するときのみ障害者控除が適用できますのでご注意ください。（配偶者特

別控除として控除額を計算する場合は、障害者控除は適用できません。） 

  



 

■ 平成 31年分「給与所得者の配偶者控除等申告書」で配偶者控除を計算する 

 

平成 31年分では「給与所得者の配偶者控除等申告書」で、配偶者控除の控除額を計算します。 

 

 

申告者の本年中の合計所得金額の見積額は、下記のように 9,057,000円となるため、区分Ⅰは「900万円超 950万

円以下」でＢになります。 

 

申告者の合計所得金額 9,057,000円＝給与所得 6,207,000円＋雑所得 800,000円＋不動産所得 2,050,000円 

 

 

配偶者の本年中の合計所得金額の見積額は、下記のように 0円となるため、区分Ⅱは「38万円以下かつ年齢 70歳

未満」で②になります。 

 

 

配偶者の合計所得金額は 0円となるため配偶者控除は適用できます。配偶者控除の控除額は区分Ⅱの②欄から区分

ⅠがＢのため 260,000円になります。 

 

 

 

 
 

 

  



 

■ 平成 31年分「給与所得者の配偶者控除等申告書」で配偶者特別控除を計算する 

 

平成 31年分では「給与所得者の配偶者控除等申告書」で、配偶者特別控除の控除額を計算します。 

 

申告者の本年中の合計所得金額の見積額は、下記のように 9,057,000円となるため、区分Ⅰは「900万円超 950万

円以下」でＢになります。 

 

申告者の合計所得金額 9,057,000円＝給与所得 6,207,000円＋雑所得 850,000円＋不動産所得 2,000,000円 

 

 

配偶者の本年中の合計所得金額の見積額は、下記のように 1,030,000円となるため、区分Ⅱは「85万円超 123万

円以下」で④になります。 

 

配偶者の合計所得金額 1,030,000円＝給与所得 850,000円＋動産所得 180,000円 

 

 

配偶者の合計所得金額は 1,030,000円となるため配偶者控除は適用がありません。 

配偶者特別控除の控除額は、区分Ⅱの④「100万円超 105万円以下」の欄から区分ⅠがＢのため 140,000円になり

ます。 

 

 

 
 

 

 

≪ご注意≫ 

申告者の合計所得金額が 900万円以下では、配偶者特別控除または配偶者特別控除の控除額は減少しません。 

申告者の合計所得金額が 1000万円を超えると、配偶者特別控除と配偶者特別控除はどちらも適用がありません。 

 

 

  



 

■ 配偶者控除・扶養控除・障害者控除のデータ入力用フォーム 

 

 

○ 給与所得者の扶養控除等（異

動）申告書 

 

配偶者控除、扶養控除、障害者控

除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学

生控除には「給与所得者の扶養控

除等（異動）申告書」から計算し

ます。 

 

▼申告者データの入力 

給与の支払を受ける人の、寡婦控

除、寡夫控除、障害者控除のデー

タを入力します。 

 

 

 

▼配偶者データの入力 

控除対象配偶者の配偶者控除と

障害者控除のデータを入力しま

す。 

 

配偶者の氏名、フリガナ、生年月

日と個人番号および非居住者の

区分を入力します。 

 

 

 

 



 

▼ 扶養親族データの入力 

控除対象扶養親族および年少扶

養親族の扶養控除と障害者控除

のデータを入力します。 

 

控除対象扶養親族および年少扶

養親族の氏名、フリガナ、生年月

日と個人番号および非居住者の

区分を入力します。 

 

 

■ 住宅借入金等特別控除のデータ入力用フォーム 

 

 

○ 給与所得者の住宅借入金等特別

控除申告書 

 

年末調整では、税務署長が発行した

「年末調整のための住宅借入金等特

別控除証明書」と金融機関が発行した

「住宅取得資金に係る借入金の年末

残高等証明書」から計算します。 

 

 

 
  



 

■ 「給与所得に対する源泉徴収簿」での年末調整の計算 

 

■ 「年末調整の計算実行」ボタン 

 

 

 

 

 

 

「年末調整の計算実行」ボタンをクリックして年末調整

の計算を実行します。 

 

 

 

年末調整の超過額または不足額は、「給与１２月」「賞

与１回」「賞与２回」「賞与３回」「賞与４回」のどれ

かで精算することができます。 

 

その年の最後の給与の１２月の支払がない場合には、年

末調整のボタンは実行すると注意メッセージが出ます。 

 

 

■ 前職分データの入力 

 

前職分データを入力は、「年末調整用の計算」タブの右

側の下部にあります。 

 

前職分の「給与所得の源泉徴収票」からデータを入力す

ることができます。 

 

☆ 年末調整の計算を元に戻す 

 

 

年末調整の計算を実行した所得税源泉徴収簿を年末調

整前の状態に戻すには、「年末調整の計算実行」ボタン

から「年末調整を計算しない」にチェックを付けて「Ｏ

Ｋ」ボタンをクリックします。 

 

クリック 



 

■ 「給与所得の源泉徴収票」での年末調整の計算確認 

 

○ 給与所得の源泉徴収票の表示用フォーム 

 

「給与所得の源泉徴収票」フォームから年末調整の結果や中途退職の人の源泉徴収票、給与の支払を受ける人、控

除対象配偶者や扶養親族の個人番号の確認ができます。 

 

 

 

 

給与の支払を受ける人のマイナ

ンバーを確認できます。 

 

「給与所得の源泉徴収票」の受給

者交付用にはマイナンバーは記

載されません。 

 

 

 

 

 

控除対象配偶者と控除対象扶養

親族および 16 歳未満の年少扶養

親族のマイナンバーを確認でき

ます。 

 

「給与所得の源泉徴収票」の受給

者交付用には控除対象配偶者と

扶養親族のマイナンバーは記載

されません。 

 

「給与所得の源泉徴収票」の税務

署提出用には年少扶養親族のマ

イナンバーは記載されませんが、

市区町村提出用の「給与支払報告

書」には記載されます。 

 

 

   



 

■ 年末調整で所得税と復興特別所得税を精算する 

 

サラリーマンは、毎月の給与と定期の賞与から差し引かれる源泉徴収により所得税を納めています。 

しかし源泉徴収されるのは仮に計算した所得税なので、その１年間の合計額とサラリーマンが本来納めなければな

らない所得税とは一致しません。 

そのためその年の最後の給与または賞与の支払時に、源泉徴収された所得税とその年の本来の所得税との過不足額

を精算する手続きが年末調整になります。 

 

 

 

 

 
● 年末調整用の申告書 

「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の配偶者特別控除申告

書」「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」から所得控除と税額控除の金額を計算します。 

 

 

■ 年末調整の計算手順 

 

★ 給与所得控除後の給与等の金額の計算 

 

「本年分の給与の総額」を「給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめて、「給与等の金額」に対応した「給

与所得控除後の給与等の金額」を求めます。 

 

給与所得控除後の給与等の金額 ＝ 本年分の給与の総額 － 給与所得控除額 

 

 

★ 課税給与所得金額の計算 

 

「給与所得控除後の給与等の金額」から「所得控除額の合計額」を控除して「課税給与所得金額」を計算します。

（課税給与所得金額に 1,000円未満の端数があるときは、その 1,000円未満の端数は切捨てます。） 

 

課税給与所得金額 ＝ 給与所得控除後の給与等の金額 － 所得控除額の合計額 

 

 

★ 算出所得税額と年調所得税額および年調年税額の計算 

 

「年調年税額」は「課税給与所得金額」について「年末調整のための所得税額の速算表」を使用して「算出所得税

額」求めてから、住宅借入金等特別控除を差し引いた「年調所得税額」から 102.1％を乗じて「年調年税額」を計算

します。（年調年税額に 100円未満の端数があるときは、その 100円未満の端数は切捨てます。） 

 

算出所得税額 ＝ 課税給与所得金額 × 所得税率 

 

年調所得税額 ＝ 算出所得税額 － 住宅借入金等特別控除額 

 

年調年税額  ＝ 年調所得税額 － 102.1％（復興特別所得税） 

 

 

★ 過不足額の精算と還付又は徴収 

 

年調年税額と源泉徴収税額の合計額を比較して、個人別に所得税の過不足額を計算し超過額の還付または不足額の

徴収をします。  

 

所得税の超過額 ＝ 源泉徴収税額の合計額 － 年調年税額 

 

所得税の不足額 ＝ 年調年税額 － 源泉徴収税額の合計額 

給与と賞与からの 

所得税と復興特別

所得税の税額 

 

― 

年末調整で計算 

した所得税と 

復興特別所得税 

 

＝ 
還付される税金 

または 

納付する税金 



 

■ 給与所得の計算表 

 

給与等の収入金額 給与所得控除後の給与等の金額 

   ～650,999円               0円 

651,000円～1,618,999円 収入金額－650,000円 

1,619,000円～1,619,999円 969,000円 

1,620,000円～1,621,999円 970,000円 

1,622,000円～1,623,999円 972,000円 

1,624,000円～1,627,999円 974,000円 

1,628,000円～1,799,999円 
収入金額÷4 ＝   ,000円 (千円未満の端数切捨て)   

⇒     ,000円×2.4 

1,800,000円～3,599,999円 
収入金額÷4 ＝   ,000円 (千円未満の端数切捨て)   

⇒     ,000円×2.8－180,000円 

3,600,000円～6,599,999円 
収入金額÷4 ＝   ,000円 (千円未満の端数切捨て)   

⇒     ,000円×3.2－540,000円 

6,600,000円～9,999,999円 収入金額×0.9－1,200,000円 

10,000,000円～ 収入金額－2,200,000円 

※ 平成 28年分から給与収入が 1,000万円を超えると給与所得控除の上限は 220万円になります。 

 

■ 年末調整のための所得税額の速算表 

 

課税給与所得金額（Ａ） 税率 控除額 税額の計算式 

195万円以下 5％  （Ａ）×5％ 

195万円超 330万円以下 10％ 97,500円 （Ａ）×10％－  97,500円 

330万円超 695万円以下 20％ 427,500円 （Ａ）×20％－  427,500円 

695万円超 900万円以下 23％ 636,000円 （Ａ）×23％－  636,000円 

900万円超 1,742万円以下 33％ 1,536,000円 （Ａ）×33％－ 1,536,000円 

※ 課税給与所得金額が 17,420,000円を超える人は年末調整の対象とはなりません。 

 

 

☆ 復興特別所得税の税額計算 

 

所得税の源泉徴収義務者は、平成 25 年 1月 1日から平成 49 年 12 月 31 日までの間に生ずる所得について源泉所

得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収して源泉所得税の法定納期限までに納付します。 

 

復興特別所得税額は、課税標準であるその年分の基準所得税額から次の算式で求めます。 

復興特別所得税額 ＝ 基準所得税額 × 2.1％  

 

 

★ 年末調整の超過額または不足額を「単独年調」で処理する場合のご注意 

 

年末調整の超過額または不足額を給与または賞与以外で還付または徴収する「単独年調」で処理する場合は、支

払金額がない「賞与３」または「賞与４」で精算する処理を選択してください。 

年末調整の超過額または不足額は、給与または賞与とは別に単独で還付または徴収することになります。 

 

 

★ 年末調整後に給与または賞与の支払いがあった場合のご注意 

 

年末調整の終了後に給与または賞与の追加支払いがあった場合には、給与明細書または賞与明細書に追加支払分

データの入力後に「年末調整の計算実行」ボタンから年末調整の再計算を実行してください。 

 

給与明細書または賞与明細書に追加支払分データの入力後に「年末調整の計算実行」ボタンから年末調整の再計算

を実行しない場合は、「給与所得の源泉徴収票」の給与の支払金額と給与所得控除後の金額の計算に不一致が発生

しますのでご注意ください。 

  



 

■ 平成 30年からの配偶者控除と配偶者特別控除の税制改正について 

 

■ 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。 

 

（１）配偶者控除（所法 83）  

控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者控除の額が次のとおりとされまし

た。なお、合計所得金額が 1,000 万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととされました

（所法 83①）。 

 

 

 

控除額 

居住者の合計所得金額 

900万円以下 900万円超 

950万円以下 

950万円超 

1,000万円以下 

控除対象配偶者 38 万円 26万円 13 万円 

老人控除対象配偶者 48 万円 32万円 16 万円 

※ 老人控除対象配偶者は、控除対象配偶者のうち年齢 70歳以上の人をいいます、 

 

 

（２）配偶者特別控除（所法 83の 2）  

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を 38万円超 123万円以下（改正前：38万円超 76万円未満）と

し、その控除額が次のとおりとされました。なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が 1,000 万円を超える居

住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされています（所法 83の 2①②）。 

 

 

配偶者の合計所得金額 

控除額 

居住者の合計所得金額 

900万円以下 900万円超 

950万円以下 

950万円超 

1,000万円以下 

38万円超 85万円以下  38 万円 26万円 13 万円 

85万円超 90万円以下  36 万円 24万円 12 万円 

90万円超 95万円以下  31 万円 21万円 11 万円 

95万円超 100万円以下  26 万円 18 万円 9 万円 

100万円超 105万円以下  21 万円 14 万円 7 万円 

105万円超 110万円以下  16 万円 11 万円 6 万円 

110万円超 115万円以下  11 万円 8 万円 4 万円 

115万円超 120万円以下  6 万円 4 万円 2 万円 

120万円超 123万円以下  3 万円 2 万円 1 万円 

123万円超 0円 0円 0円 

 

（３）給与所得者の扶養控除等申告書等の整備（所法 194等）  

上記（１）及び（２）の見直しに伴い、給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書及び公

的年金等の受給者の扶養親族等申告書についてその記載事項の見直しを行う等の所要の措置が講じられました。 

 

上記（１）から（３）までの改正は、平成 30年分以後の所得税について適用されます。 

  



 

≪参考資料≫ 

 

居住者の合計所得金額 
給与所得だけの場合の 

居住者の給与等の収入金額 

900万円以下 1,120万円以下 

900万円超 950万円以下 1,120万円超 1,170万円以下 

950万円超 1,000万円以下 1,170万円超 1,220万円以下 

 

 

配偶者の合計所得金額 
給与所得だけの場合の 

配偶者の給与等の収入金額 

38万円以下 1,030,000円以下 

38万円超 85万円以下  1,030,000円超 1,500,000円以下 

85万円超 90万円以下  1,500,000円超 1,550,000円以下 

90万円超 95万円以下  1,550,000円超 1,600,000円以下 

95万円超 100万円以下  1,600,000円超 1,667,999円以下 

100万円超 105万円以下  1,667,999円超 1,751,999円以下 

105万円超 110万円以下  1,751,999円超 1,831,999円以下 

110万円超 115万円以下  1,831,999円超 1,909,999円以下 

115万円超 120万円以下  1,909,999円超 1,971,999円以下 

120万円超 123万円以下  1,971,999円超 2,015,999円以下 

123万円超 2,015,999円超 

 

※ 給与所得控除の上限額は、平成 29 年分の所得税から給与等の収入金額が 1,000万円を超える場合に 220万円

に引き下げられています。 

 

 

 

■ 配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更について 

 

改正前は、税額表の甲欄を使用して給与等に対する源泉徴収税額を求める際、居住者が控除対象配偶者を有する

場合には、扶養親族等の数に１人を加えて計算します。また、その控除対象配偶者が障害者（特別障害者を含みま

す。以下同じです。）に該当する場合には、扶養親族等の数に１人を加えて計算します。 

 

改正後は、税額表の甲欄を使用して給与等に対する源泉徴収税額を求める際、配偶者が源泉控除対象配偶者に該

当る場合には、扶養親族等の数に１人を加えて計算することとされました。 

また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に１人を加えて計算します。 

 

１．源泉控除対象配偶者とは、居住者（合計所得金額が 900万円以下である人に限ります。）と生計を一にする配偶

者で、合計所得金額が 85万円以下である人をいいます。 

  したがって、「改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表」において配偶者控除額または配偶者特別

控除額が 38万円（老人控除対象配偶者の場合は 48万円）となる配偶者がこれに該当します。 

 

２．同一生計配偶者とは、居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が 38万円以下である人をいいます。 

 

３．控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、合計所得金額が 1,000 万円以下である居住者の配偶者をいいま

す。 

 



 

 

改正前 改正後（平成 30年分以降） 

控除対象配偶者 

・給与所得者の合計所得金額 

⇒制限無 

・配偶者の合計所得金額 

⇒38 万円以下 

同一生計配偶者 

・給与所得者の合計所得金額 

⇒制限無 

・配偶者の合計所得金額 

⇒38 万円以下 

 

控除対象配偶者 

・給与所得者の合計所得金額 

⇒1,000 万円以下 

・配偶者の合計所得金額 

⇒38 万円以下 

配偶者特別控除

の対象者 

・給与所得者の合計所得金額 

⇒1,000 万円以下 

・配偶者の合計所得金額 

⇒38 万円超 76 万円未満 

配偶者特別控除 

の対象者 

・給与所得者の合計所得金額 

⇒1,000 万円以下 

・配偶者の合計所得金額 

⇒38 万円超 123 万円未満 

源泉控除対象配偶者 

・給与所得者の合計所得金額 

⇒900 万円以下 

・配偶者の合計所得金額 

⇒85 万円以下 

 

 

※ （特別）障害者に該当する場合には、（特別）障害者控除の対象となります。 

※ 控除対象配偶者のうち年齢 70 歳以上の配偶者は老人控除対象配偶者となります。 

 

 

【配偶者に係る扶養親族等の数の数え方（概要）】 

 

 

居住者の合計所得金額 

（給与所得だけの場合の居住者の給与等の収入金額） 

900万円以下 

 

（1,120万円以下） 

900万円超 

950万円以下 

（1,120万円超 

1,170万円以下） 

950万円超 

1,000万円以下 

（1,170万円超 

1,220万円以下） 

1,000万円超 

 

（1,220万円超） 

配偶者の

合計所得

金額 

 

（給与収

入だけの

場合の配

偶者の給

与等の収

入金額） 

 

38万円以下 

（103万円以下） 

 

 

 

１人 

 

０人 

 

０人 

 

０人 

38万円超 

85万円以下 

（103万円超 

 150万円以下） 

１人 ０人 ０人 ０人 

 

85万円超 

（150万円超） 

 

０人 ０人 ０人 ０人 

 

※ 給与等に対する源泉徴収税額の計算における扶養親族等の数は、この「数え方」により求めた配偶者に係る扶養

親族等の数に、控除対象扶養親族に係る扶養親族等の数を加えた数となります。 

 

上記の改正は、平成 30年分以後の所得税について適用されます。 

  

配偶者が障害者に該当する場合は１人加算 



 

■ 「VBA  PRO 給与計算・年末調整」の「表示」メニューと表示と印刷用ワークシート 

 

 
 

 

○ 給与所得の源泉徴収票 

 

「給与所得の源泉徴収票」の税務署提出用にはマイナンバーを記載しますが、の受給者交付にはマイナンバーは記

載しません。 

  



○ 給与支払報告書 

 

市区町村提出用の「給与支払報告書」には、申告者と控除対象配偶者および扶養親族のすべての人のマイナンバー

を記入します。 

 

 
 

「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は俸給、給与、賃金、歳費、賞与、その他給与の支払をする場合に、給

与の支払者が作成します。 

年末調整の終了後に源泉徴収票・給与支払報告書を作成します。税務署提出分は４枚、その他の場合は３枚作成し

ます。 

源泉徴収票の１枚は本人に交付します。源泉徴収票の１枚は翌年の 1月 31日までに税務署に提出します。給与支払

報告書の２枚は市区町村に提出します。 

 

 

●「給与所得の源泉徴収票」の税務署への提出 

 

「給与所得の源泉徴収票」は、支払を受ける人や支払金額によって税務署に提出する範囲が違ってきます。 

支払を受ける人の区分 提出範囲 

年末調整を

した人 

法人の役員（役員であった者） 給与等の金額が 150万円を超えるもの 

弁護士、司法書士、税理士等 

（給与として支払っている場合） 
給与等の金額が 250万円を超えるもの 

上記以外の者 給与等の金額が 500万円を超えるもの 

年末調整を

しなかった

人 

「給与所得者の

扶養控除等申告

書」を提出した者 

その年中に退職した者など 
給与等の金額が 250万円を超えるもの 

法人の役員の場合は 50万円を超えるもの 

給与等の金額が 2,000 万円を超え

るため年末調整をしなかった者 
全部 

「給与所得者の扶養控除等申告書」を 

提出しなかった者（乙欄、丙欄の適用者） 
給与等の金額が 50万円を超えるもの 

 

 

●「給与支払報告書」の市区町村への提出 

「給与支払報告書」は、すべての人について作成して「給与支払報告書総括表」といっしょに市区町村に提出しま

す。ただし、退職した年に支払った給与と賞与の支払金額が 30万円以下のときは提出を省略できます。 

  



 

○ 給与所得に対する所得税源泉徴収簿 

 

毎月の給与と賞与、社会保険料と源泉徴収税額と年末調整のデータから「給与所得に対する所得税源泉徴収簿」を

作成します。 

「給与所得に対する所得税源泉徴収簿」では年末調整の対象となる「本年分の給与の総額」と「給与からの控除分の

社会保険料」「源泉徴収税額の合計額」を集計します。（「給与所得に対する源泉徴収簿」は、「一人別徴収簿」と

も呼ばれます。） 

 

 

 
 

※ 税務署の「年末調整のしかた」では、超過額には△は付いていませんが、計算のために超過額にはマイナスの△

を付けています。 

 

 

年末調整用の申告書 計算する所得控除と税額控除 

給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除の計算 

給与所得者の保険料控除申告書 
生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済

等掛金控除の計算 

給与所得者の配偶者控除等申告書 配偶者控除、配偶者特別控除の計算 

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等

特別控除申告書 
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の計算 ※必要の人のみ 

※ 前職からの給与がある中途入社の人は、前職分の給与所得の源泉徴収票が必要です。 

 

 

年末調整は、給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出している人について行います。「給

与所得者の扶養控除等（異動）申告書」は、扶養親族がいない人でも提出する必要があります。 

 

  

毎月の給

与と社会

保険料お

よび源泉

徴収税額 

定期の賞

与と社会

保険料お

よび源泉

徴収税額 

 

年末調整

の年調年

税額の計

算 

過不足税

額の精算 

給与所得

者の扶養

控除等申

告書より 



 

■ 「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」 

 

「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」は扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除を計算し

ます。 

 
 

給料や賞与から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の額は、「給与所得の源泉徴収税額表」（月額表）または「賞

与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用して求めることになります。 

 

 

▼ 扶養控除額等の一覧 

 

扶養控除等の区分 控除額 

配偶者控除 
一般の控除対象配偶者 380,000 円 

老人控除対象配偶者  （70歳～） 480,000 円 

 

扶養控除 

 

年少扶養親族     （0歳～15歳）      0 円 

一般の控除対象扶養親族（16歳～18歳） 380,000 円 

特定扶養親族     （19歳～22歳） 630,000 円 

一般の控除対象扶養親族（23歳～69歳） 380,000 円 

老人扶養親族（70歳～） 
同居老親等以外の者 480,000 円 

同居老親等 580,000 円 

障害者控除 

一般の障害者 270,000 円 

特別障害者 400,000 円 

同居特別障害者 750,000 円 

寡婦控除 
一般の寡婦 270,000 円 

特別の寡婦 350,000 円 

寡夫控除 270,000 円 

勤労学生控除 270,000 円 

基礎控除 380,000 円 

 

  

源泉控除

対象配偶

者とマイ

ナンバー 

控除対象

扶養親族

とマイナ

ンバー 

障害者、寡婦、

寡夫、勤労学生

控除の適用 

年少扶養

親族とマ

イナンバ

ー 



 

■ 「給与所得者の保険料控除申告書」 

 

「給与所得者の保険料控除申告書」は生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控

除を計算します。 

 

 

 
 

 

▼ 保険料控除額の計算 

 

社会保険料控除額      ＝ 支払った保険料の全額 

小規模企業共済等掛金控除額 ＝ 支払った掛金の全額 

生命保険料 

控除額 

新保険料等の生命保険料控除額の計算式Ⅰ 

支払った新生命保険料、介護医療保

険料または新個人年金保険料の金額 
生命保険料控除額 

20,000円以下 支払った保険料の合計額 

20,001円から 40,000円まで （支払った保険料の合計額）×1／2＋10,000円 

40,001円から 80,000円まで （支払った保険料の合計額）×1／4＋20,000円 

80,001円以上 40,000円 

旧保険料等の生命保険料控除額の計算式Ⅱ 

支払った旧生命保険料または旧個人

年金保険料の金額 
生命保険料控除額 

25,000円以下 支払った保険料の合計額 

25,001円から 50,000円まで （支払った保険料の合計額）×1／2＋12,500円 

50,001円から 100,000円まで （支払った保険料の合計額）×1／4＋25,000円 

100,001円以上 50,000円 
 

地震保険料 

控除額 

地震保険料のみの場合 支払保険料の全額（最高 50,000円） 

旧長期損害保険料のみの場合 

10,000円以下 支払保険料の額 

10,001円から 

20,000円まで 
支払保険料×1／2＋5,000円 

20,001円以上 15,000円 

地震保険料と旧長期損害保険料の

両方がある場合 

それぞれ計算した金額の合計額 

（最高 50,000円） 

※１円未満の端数は切り上げ 

生命保険

料控除の

計算 

地震保険

料控除の

計算 

社会保険

料控除と

小規模企

業共済等

掛金控除

の計算 



 

■ 「給与所得者の配偶者控除等申告書」 

 

「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、配偶者控除と配偶者特別控除の計算をします。 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

配偶者特別控除の

計算 

配偶者控除又は配偶者

特別控除の金額 

申告する人の合計

所得金額の判定 

配偶者の合計所得

金額の判定 

配偶者控除の計算 



 

（１）配偶者控除（所法 83）  

控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者控除の額が次のとおりとされまし

た。なお、合計所得金額が 1,000 万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととされました

（所法 83①）。 

 

 

 

控除額 

居住者の合計所得金額 

900万円以下 900万円超 

950万円以下 

950万円超 

1,000万円以下 

控除対象配偶者 38 万円 26万円 13 万円 

老人控除対象配偶者 48 万円 32万円 16 万円 

※ 老人控除対象配偶者は、控除対象配偶者のうち年齢 70歳以上の人をいいます、 

 

 

（２）配偶者特別控除（所法 83の 2）  

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を 38万円超 123万円以下（改正前：38万円超 76万円未満）と

し、その控除額が次のとおりとされました。なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が 1,000 万円を超える居

住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされています（所法 83の 2①②）。 

 

 

配偶者の合計所得金額 

控除額 

居住者の合計所得金額 

900万円以下 900万円超 

950万円以下 

950万円超 

1,000万円以下 

38万円超 85万円以下  38 万円 26万円 13 万円 

85万円超 90万円以下  36 万円 24万円 12 万円 

90万円超 95万円以下  31 万円 21万円 11 万円 

95万円超 100万円以下  26 万円 18 万円 9 万円 

100万円超 105万円以下  21 万円 14 万円 7 万円 

105万円超 110万円以下  16 万円 11 万円 6 万円 

110万円超 115万円以下  11 万円 8 万円 4 万円 

115万円超 120万円以下  6 万円 4 万円 2 万円 

120万円超 123万円以下  3 万円 2 万円 1 万円 

123万円超 0円 0円 0円 

 

 

  



○ 給与・賞与の年間集計表 

 

 
 

 

○ 給与・賞与の年間合計表 

 

 
  



 

○ 年末調整の税額一覧表 

 

 
 

 

○ 年末調整の個人別通知書 

 
  



 
■ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 

 

 

 

 

「給与所得の源泉徴収票等の法

定調書合計表」は源泉徴収票や支

払調書を税務署に提出する場合

に作成します。 

 

 

 

 

■ 給与所得等支払状況報告書 

 

 



 

■ 源泉徴収簿と年末調整用申告書の白黒印刷について 

 

「給与所得に対する源泉徴収簿」と「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」および「給与所得者の保険料控除申

告書」は緑色の配色になっています。 

この源泉徴収簿と年末調整用申告書をカラーから白黒で印刷するには、Excelで以下の印刷設定を変更します。 

 

カラーから白黒印刷に変更するワークシートに移動して、「ページレイアウト」リボンの「ページ設定」の右下の小

さい矢印をクリックします。 

 

 
 

 

「ページ設定」ダイアログの「シート」タブに移動して「白黒印刷」にチェックを付けると、カラー印刷から白黒印

刷に変更することができます。 

 

 
 

  

クリック 

チェック 



 

■ OCR用法定調書合計表への印刷位置の設定 

 

税務署から配布される OCR用の法定調書合計表への印刷位置を調整する場合には、「印刷」メニューから「法定調

書合計表（OCR）」開きます。 

 

法定調書合計表の印刷用シートに移動して「シート編集」ボタンをクリックするとシートの保護が解除されて、法

定調書合計表の印刷セルの移動と、行高と列幅の拡大と縮小ができます。 

 

 
 
 


